
2021 年 11 月 30 日 

お客様各位 

 

いちよし証券株式会社 

 

NISA 口座のみなし廃止措置についてのお知らせ 

 

令和３年度税制改正により、2021 年 12 月 31 日時点において 2017 年分の非課税管理

勘定が設定されている NISA 口座を有する個人番号未告知のお客様（対象のお客様）につ

いては、2022 年１月１日に、非課税口座廃止届出書を提出したものとみなし、同日をもっ

て当該 NISA 口座を廃止（みなし廃止）する事とされました。 

 

【対象となるお客様】 

2017 年以前に NISA 口座の開設を行い（その際に個人番号の告知を行っていない方）、

2018 年以降に一般NISA又はつみたてNISAの開設が行われていない方が対象となりま

す。 

 

【2022 年以降も当社で NISA 口座の利用をご希望の場合】 

改めて非課税口座開設のお手続が必要となりますので、最寄りの営業店にてお手続きを

お願いします。 

 

本件につき、ご不明な点などございましたら担当アドバイザーまでお問い合わせ下さい。 

 

 

以 上 


